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タクシー事業者感染防止対策支援事業 実施要綱 

 

令和３年１１月１１日 

一般社団法人兵庫県タクシー協会 

 

 

（趣旨） 

第１条 一般社団法人兵庫県タクシー協会（以下「協会」という。）が実施するタクシー事業者

感染防止対策支援事業補助金（以下「補助金」という。）の交付については、この要綱に定

めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 新型コロナウイルス感染拡大による人流抑制の影響を受け、輸送人員の減少が続く

中でも事業を継続し、地域公共交通を担うタクシー事業者の感染防止対策を促進するた

め、事業者の取組を支援する。 

 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象者（以下「補助対象者」という。）は、別表１に定めるとおりとする。 

 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表２に定めるとおりと

する。 

 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、別表３で定めるとおりとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「交付申請者」という。）は、兵庫県及び営業

所の所在市町分（別表１～３に定める市町に限る）ごとに、補助金交付申請書兼実績報告

書（様式第１号）、補助対象経費の領収書及びその他必要な書類を添えて会長に提出しな

ければならない。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、交付申請者に対し、前項の規定により提出を受けた

書類に追加して、必要な書類の提出を求めることができる。 

３ 交付申請者は、第１項の申請に際し、消費税及び地方消費税に相当する額は補助対象

経費から除き交付申請するものとする。 

 

（申請内容の審査及び補助金の交付決定） 

第７条 会長は、前条の申請があったときは、審査の上、補助金の振り込みをもって交付決 

定及び額の確定とする。 

 

（申請の取下げ） 

第８条 交付申請者は、第６条の交付申請を取り下げることができる。 
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（交付決定の取消し） 

第９条 会長は、第 7 条の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）が次の各号のい

ずれかに該当した場合、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）この要綱に違反したとき。 

（２）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。 

（３）廃業により、令和４年３月 31 日まで事業を継続することができないとき。 

（４）一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会が定める「新型コロナウイルス感染予防対

策ガイドライン」又は一般社団法人全国個人タクシー協会が定める「個人タクシー事業者に

おける新型コロナウイルス感染予防ガイドライン」に基づく感染対策が実施されていないこ

とが明らかとなったとき。 

（５）補助事業者（法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員

若しくは構成員を含む。）が、暴力団員等に該当するに至ったとき。 

（６）その他法令に違反したとき。 

 

（補助金の返還） 

第 10 条 会長は、前条第１項の取り消しを決定した場合において、当該取り消しに係る部分

に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から 15 日以内の期限

を定めて、その返還を命ずることができる。 

２ 会長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することがある。 

 

（加算金及び遅延利息） 

第 11 条 補助事業者は、前条第１項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命

令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年 

１０．９５パーセントの割合で計算した加算金を協会に納付しなければならない。 

２ 補助事業者は前条第１項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付

しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき

年１０．９５パーセントの割合で計算した遅延利息を協会に納付しなければならない。 

 

（暴力団等の排除） 

第 12 条 会長は、この要綱の施行に関し必要があると認める場合は、次の各号に掲げる措

置を講じることができるものとする。 

（１）交付申請者が暴力団等であるか否かについて兵庫県警察本部長に意見を聴くこと。 

（２）前号の意見の聴取により得た情報をほかの補助事業における暴力団等を排除するため

の措置を講じるために利用し、または兵庫県知事及び兵庫県公営企業管理者、兵庫県病

院事業管理者に提供すること。 

 

（その他） 

第 13 条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関する必要な事項は会長が別に

定める。 
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別表１ 補助対象者 

 

自治体名 

 

補助対象者 

 

兵庫県 

 

道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号ハに定める一般

乗用旅客自動車運送事業を経営する者で、県内に営業所を有し、令和

３年９月末時点において事業を営んでおり、かつ令和４年３月末まで事

業を継続する意思があるものとする。 

（令和３年１０月以降に事業を継承し、かつ令和４年３月末まで事業

を継続する意思があるものを含む。） 

ただし、福祉輸送事業限定等特定の用途に限って営業するものを除

く。 

 

 

別表２ 補助対象経費 

 

自治体名 

 

補助対象経費 

 

兵庫県 

 

（１）消毒液等消耗品購入費 

（２）車内抗菌コーティング処理費 

（３）その他感染対策に必要な経費 

（注）納品（リースの場合は対象期間）及び支払いが令和３年４月１日

から令和４年１月３１日までに完了しているものに限る。 

 

 

別表３ 補助金の額 

 

自治体名 

 

補助金額 

 

兵庫県 

 

補助金の額は、以下の算定式による 

算定式：車両数（※）×7,000 円 

※車両数とは、令和３年９月３０日時点において県内の営業所に配

置されている車両数を上限とする。 

ただし、以下の車両は除く。 

①福祉輸送など用途を限定して使用する車両 

②未車検等休車扱いとしている車両（新型コロナウイルス感染

症の影響により稼働しないこととなった事業用自動車の定期

点検の特例（休車特例）を受けた車両を含む） 

 

（注１）車両数については、１事業者あたり３５両を上限とする。 

（注２）上記の領収書等で確認できる支出額（消費税及び地方消費税 

を除く）に応じた車両数とする。 

 

 


